
◆熊本市地域包括支援センター管轄圏域（平成30年度～）（案）
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『月出』の圏域変更 

（東２ ⇒ 東１） 

『日吉・日吉東』の圏域変更 

（南２ ⇒ 南３） 

『楡木・楠』の圏域変更

（北４ ⇒ 北５） 

①小学校区を基本単位とする。  

②行政区画内で編成する。  

③地域の特性・地域間の結びつきを重視する。 

④まちづくりセンターと地域包括支援センター圏域の整合を取る。  

＜圏域設定の基本的な方針＞ 
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